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 平成 20 年度代議員会開催 
 平成 20 年度代議員会が、去る 1 月 23 日(金)午後 2 時から大森東急インにおいて開催され、平成 20 年度事業中間報告に続き

平成 21 年度事業計画の骨子が示された。 
 

＜平成 20 年度事業中間報告＝抜粋＝＞ ※事業報告全容は総会議案書参照(「医学検査」４号に掲載予定) 
◆ 平成 20 年 12 月 31 日現在の会員登録状況(JAMTIS)は、会員登録数 49,419 名(前年同期 49,251 名)、継続会員数 46,309 名

(前年同期 46,068 名)、新入会員数 3,110 名(前年同期  3,183 名)となっている。 

◆ 公益認定取得については、厚労省および関係諸団体の情報を得つつ取得に向けた定款改正案を検討中である。厚生労働省か

らは「公益法人改革に関する各種調査」があり、それぞれ回答している。○公益法人の見直しによる改善計画の提出について、

○行政と密接な関係にある公益法人への支出の無駄の集中点検について、○非課税措置の活用状況調査について、○協同組合

における共済事業について－等である。 

◆ 公明党臨床検査技師制度改革議員懇話会および自由民主党厚生労働部・厚生関係団体委員会へ、平成 21 年度予算編成に関

する要望書＜臨床検査データの標準化と精度保障に関する事業＞を提出した。 

◆ 中日新聞(東京新聞)の依頼により「臨床検査コラムの連載」に参画し、11 月７日より 1 年間(55 回)に亘る“国民向け－臨

床検査”の紹介をはじめた。発行部数は、中日新聞(中部地区)と東京新聞(関東甲信地区)を合わせて約 400 万部となっている。

この掲載文については、ホームページへ順次掲載している。 

◆ 第 57 回日本医学検査学会を、北海道技師会の担当で５月 30 日(金)・31 日(土)に北海道札幌市において開催した。入場者は

3,330 名、展示入場者は 17,082 名(２日間延べ)であった。この日本医学検査学会に合わせて、「日韓協定締結 30 周年記念事業」

を、北海道札幌市＜ホテルニューオータニ札幌＞で開催した。海外からは招待者を含め 33 名の参加を得た。５月 28 日の日韓

共同声明の調印に続き、翌 29 日に記念式典を行い、日韓協定締結 30 周年功労者特別表彰および日韓共同声明を行った。更に、

同日、日韓フォーラムを開催し、生活習慣病を４パネラーが講演した。 

◆ 健康増進普及啓発活動として、昨年と同様、大型街頭 VISION を使用して啓発映像を放映した。今年度は、生活習慣病予防

啓発活動＜臨床検査普及月間・世界医学検査ディー＞を４月 12 日(土)～18 日(金)に全国 30 会場にての放映に続き、エイズ

予防啓発活動＜世界エイズディー＞として 11 月 29 日(土)～同年 12 月５日(金)に全国 47 会場にて放映した。このエイズ予防

啓発活動は、都道府県技師会に事業支援を依頼し啓発映像放映に加え啓発リーフレットの配布および健康祭り等へ参画した。

◆ 「平成 20 年岩手･宮城内陸地震」への募金活動を行い、義援金 2,795,958 円の協力を得た。共済特別会計から拠出金を繰り

入れし総額 300 万円を、東北臨床検査技師会を通じ被災県である岩手県並びに宮城県技師会へ夫々150 万円を寄託した。 

◆ 平成 20 年９月 30 日現在の収支状況は、当初予算額に対し、収入の部では会費収入が 99.1％、支出の部では事業費 37.3%

管理費 65.3％、支出合計では 45.7％の比率となっている。 

◆ 公益事業に限定した「日臨技と各都道府県技師会共催事業」として 18 道府県技師会、26 事業を認定し費用支出を行った。

それは以下のとおりである。北海道、青森、岩手、宮城、茨城、群馬、埼玉、千葉、新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、

広島、愛媛、高知、宮崎の各道府県技師会である。 
◆ 今年度の精度管理調査は、輸血検査を「輸血Ａ＜血液型３種＞」および「輸血Ｂ＜全般＞」に分け診療報酬点数改訂に伴う

検体検査管理加算に対応できるよう実施した。参加施設数等は、3,484 施設で、昨年より 159 施設の増加であった。調査結果

回答方法は Web1,552 施設(44.5％：前年度 39.5％)、FD1,932 施設(55.5％：前年度 60.5％)であった。        ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P09： ひとくち英会話・JICA 研修・第 3 回 AAMLS 学会 

P10： 厚生労働省：医療現場におけるホルムアルデヒド-1 

P11： 同-2 

P12： 医療落語＜後編＞ 

P13： 宇宙大診察・臨床検査技師年収ランク 51 位 

P14： 投稿：臨検小話＜それは誤解です＞・情報：疑似通貨 

P15： 環境問題研修会・実習指導者等講習会・話題の窓 

P16： 医行為と医療行為は同じか・編集室 

 

P01： 平成 20 年度代議員会開催-1 

P02： 同-2 

P03： 同-3・平成 20 年度 NST 研修会 

P04： 標準化事業解説＜５＞-1 

P05： 同-2 

P06： 岩手・宮城内陸地震義援金贈呈報告・検査のはなし-1 

P07： 検査のはなし-2・平成 20 年度 NST 研修会 

P08： 百均の電卓で解ける「統計入門」 
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◆ また、前年度に引き続き、評価対象問題には○、△、×の評価を行った。臨床検査データ標準化事業については、事業２年

目となる今年度から 47 都道府県技師会全てが参加し、165 基幹施設と検査値標準化ワーキンググループが連携を取り標準化

を推進した。 
◆ 一般教育研修課程の平成 19 年度の修了証書を、平成 20 年４月 21 日付けで 7,926 名に発行し、以降 5 名の修了者に修了証

書を発行した。累計は 7,931 名である。検査研究部門研修会は、生物化学分析部門(４回)、生理機能検査部門(１回)、形態検

査部門(４回) 、感染制御検査部門(２回)、移植検査部門(３回)、総合管理部門(１回)の 15 回開催した。日臨技奨励研究につい

ては、特別研究３題、助成研究２題、プロジェクト研究１題である。 
◆ 認定心電検査技師制度認定試験を 12 月 14 日(日)、認定一般検査技師制度認定試験および認定臨床染色体遺伝子検査師制度

認定試験を 12 月 21 日(日)に実施した。 
◆ 会誌「医学検査」は、投稿・依頼を含む投稿論文 69 編、都道府県技師会推薦論文 29 編、平成 19 年度日臨技助成研究報告

１編で推移している。 
 

＜平成 21 年度事業計画＝骨子＝＞ ※事業計画(案)全容は総会議案書参照(「医学検査」３号に掲載予定) 
● 平成 21 年度第１回定期総会＜決算総会＞は、平成 21 年４月 25 日(土)、大森東急インで開催予定。第２回総会および代議

員会の開催日程は未定である。 
● 当会の会費納入は規定による「前納制」であり、継続会員の前納の確保に努力する。従来からの会費未納者および退会処理

などに関する問題点を考慮し、会費等納入に関する自動引き落としの具体化を図る。 
● 公益法人認定に向けて、引き続き定款並びに諸規程の検討を行う。 
● 国民を対象とした衛生思想並びに臨床検査の普及啓発を推進するべく「日臨技公益目的推進事業」として全国展開を視野に

入れた事業展開に努める。世界医学検査ディーにおける臨床検査の普及啓発活動、乳がん撲滅月間啓発活動、全国糖尿病週間・

世界糖尿病デーにおける生活習慣病の予防啓発、臨床検査の普及啓発活動などである。 
● 公益事業に限定した都道府県技師会の申請による「日臨技と各都道府県技師会共催事業」を、計画申請の適性審査・認定に

よる事業展開を行う。 
● 昨年度の総合情報管理委員会の検討事項である「新公益法人を見据えた情報システム構築」に基づき、新システムの構築を

目指す。更に、現行の部会、委員会を新システム管理・監視の作業班として設置し、総合的なシステム管理・情報管理を行い、

併せて外部委託も検討し、システム自体のスリム化を図る。組織調査に関しては、日臨技発行の指針等を実際に導入した事例

の収集、各種アンケートの分析、それらを基にしたナレッジ・データベースの構築を図る。また、国際交流事業推進のための

国際交流事業に関わるアンケートを実施し、特に教育に関する情報発信を行う。 

● 国民のための検査に関する安全と安心に関する意識並びに実態調査等をホームページの活用により展開し、真に国民が求め

る医療の安全と安心についての情報発信基地としての役割に努力する。 

● ホームページの充実を図る。具体的項目としては、本年度開催される AAMLS 学会の動画配信を含めた対応、ICT 戦略委員会

答申を受けて会員のための「e－ラーニング」の導入と安定稼動、更に、ライブラリーの追加、ビデオ教材の充実、会員から

の意見公募や各種 Q&A などの対応を目的とした掲示板の開設、精度管理事業担当部署と連携を図り、各施設において日常行わ

れている精度管理を日臨技が提供するデータを基にホームページ上にて評価する解析サブシステムの組み込み、ICT 社会にお

ける検査技師のプレゼンス向上を目的として、ICT 技術と基礎知識に関する指定出版物の作製とそれに基づく実技研修会の実

施などである。 

● 臨床検査精度管理調査の「微生物検査」を「微生物Ａ＜グラム染色、フォトサーベイ＞」および「微生物Ｂ＜細菌同定２種、

薬剤感受性１種、フォトサーベイ＞」に分け実施する。また、例年とおり総合報告会を開催する。 

● 臨床検査データ標準化ガイドライン・マニュアルに基づき、各都道府県技師会におけるデータ標準化の実践を推進する。デ

ータ標準化の継続的推進に向けた情報システム・ガイドラインを作製する。 

● 生涯教育研修制度ガイドラインが変更されて２年を経過した経緯を踏まえ、都道府県技師会との連絡を密にし、多くの会員

が履修できる体制の確立を図る。昨年度、検査研究各部門に担当理事を配置し、部門員からの意見が直に聞ける体制を組んだ。

これを生かし事業を活発化させるためにも各部道府県技師会との連絡を密に、更なる同会議の強化を図る。検査部門研修会は、

18 回の開催を予定している。地区学会は、例年とおり７回を予定している。 

● 当会会員を対象にした日臨技奨励研究である「特別研究・助成研究」、および、当会理事、学術検査研究部門および各委員

会委員長が申請対象者となっている「プロジェクト研究」の推進を図る。 

● 認定輸血検査技師制度、認定臨床微生物検査技師制度、日本サイトメトリー技術者認定制度、認定血液検査技師制度といっ

た＜臨床検査技師認定機構による認定制度＞については、引き続き関連学会との連携を基に、情報交換に努める。当会以外の

団体が主導的に実施している認定制度である、＜認定 CRC 制度、POCT コーディネーター、糖尿病療養指導士、NST－栄養サポ

ートチーム－＞の各認定については、当会の立場を明確にし「あり方検討委員会」を設置し対応する。認定臨床染色体遺伝子

検査師制度＜事業部による認定制度＞第２回認定試験は受験者が少数に終わった。今後、日本染色体遺伝子検査学会との協議

を行い、本認定制度のあり方を再検討する。 

● 認定一般検査技師制度＜日臨技認定センターによる認定制度＞については第４回認定試験を、認定心電検査技師制度＜日臨

技認定センターによる認定制度＞については、第３回認定試験を実施する。また、認定取得者（認定取得予定者を含む）を対

象とした、生涯教育研修制度を基本とする更新のための研修会を検査研究部門、地区および都道府県技師会との連携を考慮に

入れて開催する。 

● 昨年度実施の環境整備を基に、情報調査部との共同作業による「e－ラーニング事業」の実用化に向けた事業推進を図る。

● 会誌「医学検査」は、今後も会員からの積極的な論文投稿を期待するところであるが、随時最新の話題を特集する企画を積

極的に取り入れた事業展開を行う。会報 JAMT は、今後も会員に対しより有効となる情報を提供できるよう企画・編集を行う。

                                                      ⇒ 
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● ライブラリー等の出版については、新たな図書出版申請に対し十分な検討を行い発刊に努めるとともに、リーフレットなど

の広報頒布物などは情報調査部をはじめ関係各部との連携を密に発行する。しかし、出版事業全般については収益性が高く、

公益社団法人組織の事業としては問題が多く、今後の検討課題とする。 

● 日韓協定に基づく日韓代表者会議を、平成 21 年７月に横浜市において開催する。そのため、同協定に基づき、代表団３名

および交流功労者表彰者１名を招聘する。 

● 第３回 AAMLS 学会を、平成 21 年７月 30 日、31 日パシフィコ横浜において開催するが、現在設置の「第３回 AAMLS 学会運

営委員会」を実行委員会として開催に努力する。 

● 台湾臨床検査技師会(CAMT)とは、昨年同様、学術を中心とした交流を継続する。 

● AAMLS 加盟国と JIMTEF 検査技術コース研修員を中心にフォトサーベイ等、開発途上国支援として必要な事業を推進する。

また、JIMTEF が実施する個別研修・集団研修への協力を強化するとともに、AAMLS 加盟国間のネットワークづくりのため日本

で研修を終えた研修生への情報支援を継続・強化する。また、JICA 検査技術コース研修員に、カントリーレポートとして技

師会活動を啓発する。 

● IFBLS 関連として、評議員である担当理事を中心とした協力体制を強化し、IFBLS chief delegate meeting への代表者

派遣を検討する。また、IFBLS の expert group 活動にアンケートの協力や資料・情報の提供などを行う。更に、IFBLS より

発信される各種情報の日臨技会員への提供、世界医学検査ディー広報活動の推進、ホームページを通じた連携強化を推進する。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜質問事項・要望事項・意見＞  

【質問】 

◇ 昨年度の経過報告に「地区・都道府県会長連絡会議を開催して組織連携強化を図った」とあるが、疑問に思う。その会議

において決定した地区の行事、予算等についての調査結果はどうなっているか。 

◇ 臨技法改正での積み残し課題である｢省令委任した生理学的検査の業務範囲、教育カリキュラム等｣に関するその後の経過

はどうなっているか。また、会長の見解を述べて欲しい。 

◇ 診療報酬改正に向けた活動はどうのようになっているか。 

◇ 公益共催事業の「日臨技負担額上限 100 万円」とはどういうことか。 

◇ 平成 19 年 10 月に理事会決定した「検査情報端末」は、その後どうなっているのか。兵庫県としては、日臨技が行わない

ならば、単独で「共催再申請」による実施を考えている。 

◇ 共催事業の助成金に宿泊費が含まれないのは何故か。 

◇ 県技師会支部独自の行動として、技師会費以外の費用により一般市民に対する公益事業を行っているが、県技師会への問

題はあるか。 

◇ 生涯教育の方向性を明確にするとともに、認定監理総合検査技師の認定について、報告されなかったが経過はどうなって

いるのか。 

【要望】 

◇ 平成 21 年度目標を明示して欲しい。 

◇ 平成 20 年度第１回定期総会における質疑の時間(１時間程度)が短かったので十分討議が可能な時間配分をして欲しい。 

◇ 臨薬協との倫理に関する勉強会について、開催場所を考えて欲しい。更に、内容をもっと具体的にするように、申し入れ

をして欲しい。 

◇ 生涯教育研修会で会員の負担を軽減する意味において、日臨技からの委託金 20 万円を増額して欲しい。 

◇ 会誌「医学検査」を CD 化して費用削減を図って欲しい。 

◇ 各種認定技師制度を更新条件を明示して欲しい。 

◇ ペースメーカーチェックについて、ME 学会では“認定”が行われているようであるが、検査技師の関与についての考えを

明確にして欲しい。 

◇ 標準化事業に関して、平成 22 年以降の予算化の考え方を示して欲しい。 

◇ エイズ予防に関する事業において「学校などへの講師派遣」とあるが、この事業を日臨技としての今後の事業として展開

して欲しい。そのための、戦略を組み立て、都道府県と同じような講演会やフォーラム、講義を展開して欲しい。 

◇ エイズ予防に関する事業は、各都道府県技師会の企画にあわせた助成金をお願いしたい。 

【意見】 

◇ エイズの予防啓発に使用した“街頭ビジョン”は効果もなく、必要は無い。今後は止めるべきである。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 上記のような、質問、要望、意見が各代議員から述べられた。当日の代議員会において、回答はしているが、更に翌 24 日に

開催された第７回理事会で審議された。それにより、平成 21 年度事業計画に盛り込まれた事項もある。 

回答及び詳細については、来る３月 28 日(土)大森東急インにおいて開催される「平成 20 年度第２回定期総会－平成 21 年度

事業計画(案)」＜医学検査３月号に掲載予定＞及び議事録＜ホームページ掲載予定＞を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 日 時：平成 21 年３月 28 日(土) 午前 10 時 

 会 場：大森東急イン フォレストルーム(５F) 

 議 題：平成 21 年度事業計画(案) 他 

 

平成 20 年度 第２回定期総会(予算総会)
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 現在、当会が事業展開している＜日臨技臨床検査データ標準化事業＞について、実施要領をはじめとする概要を

数回にわたり連載しています。まだ、お読みになっていない会員の方は“会報 JAMT Vol.14No.10”に掲載の「標準

化事業解説＜1＞」からお読み下さい。 

精度保障事業部  

 

 

 

 

 
 

 

都道府県における施設内精度管理の状況 
１．施設内精度の調査方法 
 施設内精度管理の状況は 34 都道府県、1309 施設より生化学用管理試料 2757、HbA1c 用管理試料 1048 および血液用管理試料

1110 の測定値の報告がありました。都道府県からの報告データは施設名、管理試料の平均値、CV とし、1 日の測定回数、測定

期間および統計処理方法に制約は設けませんでした。そのため、CV の計算方法は期間内の測定値の総変動か、日毎の平均値の

変動（CV）か特定できていません。本来、精度管理における測定値の誤差変動は一元配置分散分析によって日内変動、日間変動

および総変動を求め評価しますが、都道府県ごとに調査方法や集計方式が異なるため、今回は概要のみまとめました。 

２．施設内精度の実態 
 都道府県の報告データは、多くの施設で複数の管理試料を用い、それぞれの管理試料の平均値、CV が報告され、それらの CV

を項目毎に都道府県単位で平均 CV として 

まとめました。それら各都道府県の平均 

CV をさらにまとめたものを表 1 に示しま 

す。表 2 は全施設、全管理試料の CV を 

元に統計処理し、項目をグループ毎にま 

とめて示しました。 

累積出現頻度の 2.5％、12.5％、87.5％ 

および 97.5％における CV を示し、95％ 

および 75％範囲内の CV を評価しました。 

この理由は各項目の最低 CV はいずれも 

0％が相当数存在したこと、また最大の 

CV は 20％を超えるものがみられ（明ら 

かに誤入力と判断したものは削除）、単 

純に平均値を評価できないと判断しまし 

た。平均 CV をみると ALT、T-BIL、D-BIL、 

CRP、IgM および PLT 以外は 2.0％以下、 

特に Na、K、Cl は 1.0％以下でした。累 

積出現頻度 87.5％（75％範囲の上限）で 

Ｔ.BiL、D.BiＬ、CRP は CV5.0％を超え、97.5％ではこれらの項目は CV10％を超え変動が大きいことが示唆されました。 

３．許容誤差限界との比較 
 施設内許容誤差限界について日臨技試料検討 WG らの報告に準じて評価した結果、平均 CV は Na、Cl、Ca を除き許容誤差限界

内でした。また、許容誤差限界を超える頻度をみると、累積出現頻度 87.5％未満では 36 項目中 2 項目（D-BIL、CRP）、87.5％

～97.5％では 19 項目、および 97.5％以上では 15 項目でした。 

４．施設内精度の課題 
図 1 は CRP の全管理試料の平均値と CV の関係を示しました。試料濃度が低下するに従い CV が大きくなる傾向は予想どおりで

すが、全濃度域にわたって CV5％を超えるものがあり、CRP における施設内精度管理（変動が大きい）の難しさが伺えました。

 施設内精度管理状況の調査は日内変動、日間変動を含めた総変動を評価することが重要であり、各施設において一元配置分散

分析をする必要性があります。しかしながら全施設でこの統計処理を行うことは困難と考えます。施設内精度管理データの集計

方法について WG で論議し、全国の施設内精度管理状況を把握できる方策を模索したいと考えます。 
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図 1 CRP における全管理試料の平均値と CV の関係（左図：全例、右図：拡大） 
 

表　1 都道府県の平均CVの基本統計

項目 ｎ 総平均 Median Max Min 項目 ｎ 総平均 Median Max Min

ＴＧ 34 1.4 1.4 2.1 0.7 AST 34 1.6 1.5 3.0 0.9

ＨＤＬ－Ｃ 34 1.8 1.8 3.5 0.9 ALT 34 2.0 1.8 4.2 0.8

ＬＤＬ－Ｃ 34 1.8 1.7 5.1 0.7 GGT 34 1.8 1.8 2.7 0.8

TC 34 1.2 1.1 3.8 0.7 CK 34 1.4 1.4 2.7 0.6

GLU 34 1.3 1.1 4.3 0.6 ALP 34 1.8 1.7 2.8 0.7

CRE 34 1.5 1.4 5.3 0.7 LD 34 1.3 1.3 2.2 0.8

UN 34 1.4 1.4 2.7 0.7 AMY 34 1.1 1.1 2.1 0.6

UA 34 1.1 1.1 2.2 0.5 ChE 34 1.4 1.2 6.0 0.6

項目 ｎ 総平均 Median Max Min 項目 ｎ 総平均 Median Max Min

Na 34 0.6 0.6 1.0 0.4 CRP 34 3.2 3.1 10.6 0.9

K 34 0.9 0.8 1.7 0.5 IgG 30 2.1 1.7 5.8 0.7

Cl 34 0.8 0.7 2.1 0.5 IgA 30 2.0 1.9 4.9 0.6

Ca 34 1.4 1.3 3.2 0.7 IgM 30 2.7 2.4 6.5 0.9

IP 33 1.2 1.2 1.7 0.7 HbA1c 27 1.2 1.2 2.4 0.6

Fe 33 1.2 1.1 2.0 0.6 RBC 26 1.0 1.0 1.8 0.6

ALB 34 1.3 1.2 1.8 0.7 WBC 26 1.9 1.8 3.8 1.4

TP 34 1.1 1.1 2.1 0.7 Hb 26 0.8 0.8 1.4 0.6

T.Bil 33 2.9 2.1 21.3 0.6 PLT 27 2.7 2.8 3.5 0.8

D-Bil 31 4.1 3.8 17.6 0.7 MCV 26 0.8 0.7 2.7 0.4  
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平成 20 年度  日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会 
 

                日 時：平成 21 年３月７日(土) 午前 10 時 
                会 場：科学技術館サイエンスホール(B1F) 

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 2-1 

 

表　2 全施設・全管理試料におけるCV％の基本統計

2.5% 12.5% 87.5% 97.5%
ＴＧ 2756 1.6 1.3 1.3 0.5 0.7 2.5 4.5 0.0 30.2

ＨＤＬ－Ｃ 2659 2.0 1.4 1.7 0.6 1.0 3.0 5.0 0.0 28.4
ＬＤＬ－Ｃ 1879 2.0 1.7 1.6 0.6 0.9 3.0 7.0 0.0 21.6

ＴＣ 2756 1.2 0.9 1.0 0.5 0.6 1.8 3.0 0.0 21.1
ＧＬＵ 2583 1.1 0.8 0.9 0.3 0.5 1.8 2.0 0.0 16.3
ＣＲＥ 2745 1.5 1.5 1.1 0.1 0.5 2.5 5.0 0.0 28.3
ＵＮ 2731 1.5 0.9 1.3 0.4 0.8 2.5 4.0 0.0 15.2
ＵＡ 2725 1.2 0.8 1.0 0.2 0.6 2.0 3.0 0.0 18.4

2.5% 12.5% 87.5% 97.5%
ＡＳＴ 2749 1.8 2.0 1.4 0.4 0.6 3.0 6.0 0.0 62.0
ＡＬＴ 2745 2.2 2.0 1.7 0.4 0.7 4.0 7.0 0.0 21.8
ＧＧＴ 2741 1.8 1.5 1.5 0.5 0.8 3.0 5.0 0.0 25.4
ＣＫ 2624 1.5 1.4 1.2 0.4 0.6 2.5 5.0 0.0 19.4
ＡＬＰ 2729 1.9 1.5 1.5 0.4 0.7 3.0 5.0 0.0 32.0
ＬＤ 2714 1.4 1.1 1.2 0.4 0.7 2.5 4.0 0.0 15.2

ＡＭＹ 2649 1.2 1.1 0.9 0.3 0.5 2.0 3.5 0.0 16.2
ＣｈＥ 2442 1.4 2.0 1.0 0.4 0.6 2.5 5.0 0.0 47.1

2.5% 12.5% 87.5% 97.5%
Ｎａ 2432 0.6 0.4 0.6 0.2 0.3 1.0 2.0 0.0 9.6
Ｋ 2430 0.9 0.7 0.8 0.1 0.3 1.5 2.5 0.0 19.1
Ｃｌ 2353 0.8 0.5 0.7 0.3 0.4 1.5 2.0 0.2 6.0
Ｃａ 2438 1.4 1.1 1.2 0.6 0.8 2.5 4.0 0.0 25.3
ＩＰ 1984 1.3 0.8 1.2 0.4 0.7 2.0 3.0 0.0 14.5
Ｆｅ 2176 1.2 1.0 0.9 0.4 0.6 2.0 4.0 0.0 15.0
ＡＬＢ 2515 1.4 0.7 1.2 0.5 0.8 2.0 3.5 0.0 6.5
ＴＰ 2660 1.2 0.7 1.0 0.4 0.6 2.0 3.0 0.0 7.8

2.5% 12.5% 87.5% 97.5%
Ｔ－ＢＩＬ 2500 2.7 2.9 1.9 0.1 0.8 5.0 10.0 0.0 40.8
Ｄ－ＢＩＬ 1876 4.6 8.3 2.7 0.1 1.0 8.0 >10 0.0 235.7
ＣＲＰ 2328 3.5 6.8 1.8 0.0 0.7 6.0 >10 0.0 125.0
ＩｇＧ 643 2.0 2.1 1.4 0.3 0.8 3.5 7.0 0.0 24.6
ＩｇＡ 643 2.0 1.4 1.7 0.4 0.9 3.5 6.0 0.0 11.5
ＩｇＭ 642 2.6 1.9 2.0 0.5 1.0 4.5 8.0 0.0 13.1

ＨｂＡ１ｃ 1049 1.3 1.1 1.0 0.1 0.6 2.0 4.5 0.0 13.0

2.5% 12.5% 87.5% 97.5%
RBC 1105 1.0 1.1 0.7 0.3 0.5 1.5 3.0 0.0 18.8
WBC 1111 1.8 0.9 1.6 0.5 0.9 2.5 3.5 0.0 9.9
Hb 1109 0.8 0.5 0.7 0.1 0.4 1.5 2.5 0.0 6.4
PLT 1108 2.7 1.5 2.3 0.7 1.5 4.0 7.0 0.0 13.7
MCV 949 0.7 0.4 0.6 0.2 0.4 1.0 1.5 0.0 5.2

項目 n Medianmean SD

項目 n Medianmean SD

累積出現頻度
Min Max

累積出現頻度
Min Max

項目 n Medianmean SD
累積出現頻度

Min Max

項目 n Medianmean SD
累積出現頻度

Min Max

項目 n Medianmean SD
累積出現頻度

Min Max
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中日新聞・東京新聞  

毎金曜日朝刊に連載中！ 
 
------------------------------------12 月 12 日掲載 

第 6 回  ＜歴史②＞ 鎖国の日本に大きな遅れ  
           

古代ギリシャに端を発した臨床検査は、18 世紀に入って

飛躍的な発展を遂げます。尿に関していえば、尿蛋白の存

在をイタリアのコツノが明らかにしました。さらに、尿中

の尿素の発見、尿糖の検出、痛風患者からの尿酸測定と続

きました。いずれも 1770 年前後から 10 年ほどの間に西欧

で起きた進歩です。 

しかし、鎖国状態だった日本は、大きな遅れを取りまし

た。臨床検査について日本で初めて出された専門書は、1815

（文化 12）年の「因液發備（いんえきはっぴ）」。蘭方医・

吉雄耕牛の遺筆として上梓されました。ここでも西欧の新

しい動きは伝えられておらず、体液（尿、汗、だ液など）

を外見的に見る検査法など、中世の考え方が中心になって

います。 

50 年もの遅れを取りつつも、西洋医学は少しずつ日本に

入っていきました。この時代の書物には、西欧での顕微鏡

の医学への応用や血球、精子についての記述もみられます。

1859（安政６）年に思想家・佐久間象山が知人にあてた手

紙によれば、この時代に少数の医師が検尿を行っていたよ

うです。日本における臨床検査の発展は、明治期を待つこ

とになります。 

------------------------------------------------------12 月 19 日掲載

第 7 回  ＜歴史③＞ 明治の疫病大流行で注目   
 

明治新政府は、江戸時代の蘭学一辺倒の姿勢を改め、広

く西洋医学の受け入れを図りました。当時の世界に冠たる

ドイツ医学を採用、医学校、大学の拡充をめざしました。

臨床検査の分野でも、多くの新しい知識が入ってきました。

1880（明治 13）年６月に学術誌の「中外医事新報」に掲

載された「血球ノ説」は、日本の血球数算定法の草分けと

言えます。その２年後に出版された医学者・足立寛の講述

録「顕微鏡検査指針」には、病理組織を検査するための切

片の作り方、染色の手法が記されています。明治期に、臨

床検査技術者が注目されるようになった背景には、疫病の

大流行が挙げられます。 

 1879 年にはコレラの大流行で、死者が 10 万人を超えまし

た。93 年には、天然痘により約１万１千人、赤痢により約

４万１千人が亡くなり、翌九四年にも赤痢で３万８千人余

りの死者が出ました。発疹チフスやペストも流行しました。

 新しい教育を受けた医師、看護師らが、避病院（明治時

代の伝染病専門病院）などで治療に奔走しました。そして、

医師以外にも細菌検査をできる技術者の需要が高まり、現

在の臨床検査技師の原形ができていったのです。 

-------------------------------------------------------12 月 26 日掲載

第 8 回  ＜歴史④＞ 教育は戦後から   
 

明治時代の疫病の流行は検査技術者の需要を高め、それ

ぞれの施設が個々に技術者を養成する体制が以後、長く続

きました。旧陸軍・海軍の病院でも、病理試験室で勤務す

る人材が養成されていました。 

 終戦後は、軍で養成された技術者が、病院の臨床検査室、

衛生研究所、保健所などで実務をする傍ら、養成も担当し

ました。1949（昭和 24）年、東京の国立東京療養所が、作

業病棟の結核回復者を臨床検査室に実習生として通わせた

ことから、東京清瀬医学専門学校へと発展。    ⇒ 
 

 

岩手・宮城内陸地震義援金贈呈報告
 

「宮城県臨床検査技師会」 
 

今回の地震の復興支援のため全国の技師会から多くの義援

金をいただきありがとうございます。12 月 22 日に宮臨技が代

表して立花会長、橋本副会長、佐藤広報部長の 3名が、震源地

にあたる宮城県栗原市へ義援金を贈呈してきましたので報告

致します。 

まず栗原中央病院を訪問しました。病院長、事務局長、医療

局長、そして千葉副技師長が対応して下さり、地震当時の病院

の様子を伺うことができました。病院の外壁はガラス面が多い

構造でしたが、免震構造のため一枚も割れなかったということ

でした。しかし建物と駐車場のアスファルトの間に 4cm ほどの

段差ができており地震の規模の大きさを感じました。その後、

栗原市役所を訪問し副市長に義援金を贈呈しました。被災地の

復興の様子を行政側から聞くことができましたが、被災した人

たちは高齢者が多く、いろ

いろな面で今後のことを

決めるのが難しいことや

マスコミの報道が象徴的

な部分を大きく取り上げ

すぎているなど興味深い

話を聞くことができまし

た。12 月 22 日は小雪が舞

うほどの寒さでした。被災

地においては、未だに 10 名の方々の行方が不明になっており、

多くの住民が未だに自宅に戻れず、仮設住宅に身を寄せており

ます。一日も早く復興されることを願い、会員の皆様方から頂

戴した見舞金を手渡して参りました。この度の義援金活動にご

賛同いただきました会員の皆様に心より感謝申し上げ、謹んで

ご報告申し上げます。           【佐藤寿夫】

 
「岩手県臨床衛生検査技師会」 

 

平成 20 年 6月 14 日に発生した岩手・宮城内陸地震の義援金

150 万円は昨年 12 月 22 日（月）に岩手県臨床衛生検査技師会

会長、副会長、事務局長の 3 名が岩手県一関市と奥州市の市役

所に直接赴き、各々に 75 万円を贈呈したことを報告致します。

一関市では浅井東兵衛市長に、奥州市では伊藤正次収入役に

直接義援金をお渡ししました（写真）。その時に被災地域では

山間部の道路被害が余りにも大きく整備、復興にまだまだ時間

が掛かるとのお話や観光では風評被害が大きく影響しており、

更に経済不況が覆い被さるなど経済面でも大変ご苦労をされ

ている話をお聞きしました。 

しかし両市とも「本当にありがたく頂きます。復興のために

役立たせて頂きます」と何度も御礼のことばを述べていたのが

印象的でした。 

そして早い復興と被害 

に遭われた方々のご健勝 

を祈りながら市役所を後 

にしました。 

【伊藤茂雄】 

 
 
 
 
 
 

 
橋本副会長、立花会長、柳川副市長 
 

 

伊藤会長、安保副会長、行森事務局長、浅井一関市長 
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外来でＡ型とＢ型のウイルスを同時に検査できるキットが

普及してきて、かなり初期でも診断できるようになりました。

綿棒で鼻やのどの粘膜の液を採取して調べます。最近の抗イン

フルエンザウイルス薬（リレンザ、タミフル）は、発症して二

日以内なら有効とされており、医師が副作用などに注意しなが

ら処方します。 
インフルエンザは、症状が出てから３～７日間はウイルスを

排出すると言われています。熱が下がってすぐに人込みに出掛

けたりすると、他の人にうつす恐れが高まります。十分な配慮

が必要です。また、予防のためのワクチンは、接種してもかか

る場合があります。決して万能ではなく、かかった場合に重症

化を防ぐための備えと考えてください。    この項続く 
 

研修会のお知らせ 

平成 20 年度 NST 研修会 
 

NST 活動（栄養療法）は、検査技師として知っておくべ

き知識、最新情報を習得し、技術･知識の研鑚の向上と NST

活動を通して診療への参加を目的に研修会を開催します。

テーマ：ＮＳＴの立ち上げから診療への参加まで

日 時：平成 21 年３月 22 日(日) 
会 場：東京大学医学部教育記念棟 14 階 

鉄門記念講堂 

受講料：7,000 円 
【プログラム】  生涯教育研修：基礎教科 20 点 

第一部：9:45～12:00 

【実践活動：立ち上げから実践】 
◇ 「NST の立ち上げ時のポイント」 

◇ 「臨床検査技師が NST で貢献できることとその役割」

◇ 「NST の啓発活動」 
第二部：13:00～15:15 

【情報収集：栄養改善】 

◇  「アルブミン（改良 BCP 法）」 
◇ 「脱水と輸液」 

◇ 「チーム医療としての肝臓病治療」 
第三部：15:15～17:00 

  【討論：NST 活動を通しての診療への参加とは】
 

２年後には、結核回復者の総合的な職業補導所に「衛生試験

科」が発足しました。これらは、結核患者の社会復帰のための

取り組みでしたが、52（昭和 27）年に東京文化短大に「医学

技術研究室」が設けられたのを皮切りに、技術者養成の教育が

固まっていきました。当会の前身である日本衛生検査技術者会

が設立されたのも、この年です。やがて衛生検査技師法、臨床

検査技師法が設けられて二つの国家資格が生まれ、現在の形に

つながっていったのです。医学の発展とともに、検査の可能

性・重要性が高まっていったことがおわかりいただけると思い

ます。 

-----------------------------------------1 月 9 日掲載

第 9 回  ＜動脈硬化 上＞ 血管の状態知り生活改善 
血液が流れる動脈の壁は、弾力があり柔軟性があります。血

管壁の老化に伴い、この弾力性、柔軟性が失われた病気を動脈

硬化症といいます。心臓の動脈が硬化すれば心筋梗塞や狭心症

に、脳動脈なら脳血管障害につながり、生命にかかわる病気で

す。高脂血症が原因となって、動脈硬化症につながっていくこ

とが多く、喫煙、飲酒、塩分の濃い食事、ストレスなどによっ

て促進されます。 
この動脈硬化症をいち早く知るために全国で広く行われて

いる検査が「ABI（足首と腕の血圧比）」と「PWV（脈派伝播速

度）」です。難しそうな言葉ですが、内容はいたって簡単です。

ベッドに横になって両腕と両足首の４カ所に血圧測定用の

カフを巻き、心電図の電極を腕に、心音図のマイクロフォンを

胸に装着。足首と腕の血圧を同時に２回測定することにより数

値を測定します。検査時間は５-10 分程度です。痛みもありま

せん。検査の詳しい内容は次回に説明しますが、こうした簡便

な検査で自分の血管の状態が分かれば、生活習慣を見直す動機

づけにもなります。血圧や食生活などに不安のある人は、ぜひ

調べてみてください。 

---------------------------------------1 月 16 日掲載 
第 10 回 ＜動脈硬化 下＞ 閉塞状況や弾力性調べる 
先週、動脈硬化を簡単に検査できる「ABI（足首と腕の血圧

比）」と「PWV」（脈波伝播速度）」が多くの病院に普及している

ことを紹介しました。今回は、その仕組みを解説します。 
ABI は、動脈の閉塞状況を調べる検査です。ベッドに横にな

った状態で足首と腕の血圧を測定すると、通常は足首の血圧が

腕に比べてやや高めに計測されます。しかし動脈に狭窄や閉塞

がある場合、足首の血圧は低下します。足首と腕の血圧比が

0.9 以下の場合、動脈の狭窄や閉塞が疑われます。 
 一方、PWV は動脈の弾力性の検査です。柔らかいホースと鉄

でできた水道管を想像してください。同じ圧力で水を流したと

すると、ホースは柔軟性があって水の勢いが吸収されますが、

鉄の水道管では勢いよく水が飛び出します。同様に、血管の壁

も柔らければ血液は適度に流れますし、硬い血管では流れる速

さが増します。 
心臓から出た血液が足首に届くまでの時間を計測すること

によって診断の手助けをするのが PWV です。血液の流れが秒速

13.5 ㍍を超えると、動脈硬化症が疑われます。足首と腕の二

カ所を同時に測定する機器ができたことで、検査は飛躍的に進

歩しました。 

----------------------------------------1 月 23 日掲載

第 11 回 ＜インフルエンザ＞ 初期でも診断可能に 
インフルエンザが流行しています。正しい知識を持ち、予防

や周囲への感染拡大の防止に努めていただきたいと思います。

インフルエンザは発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などを伴う感染

症で、多くは一週間ほどで自然治癒しますが、乳幼児や高齢者

などは、時に命にかかわる重篤な状態になることもあります。

早期治療に役立つのが「迅速検査」です。      ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度  会費納入について 
 平成 21 年度の会費納入についてお知らせいたしま

す。納入期日は、（社）日本臨床衛生検査技師会の規

定により、3 月 31 日迄 に納入する｢前納制｣となって

います。 
更に、平成 21 年 2 月末日 迄に、納入すると･･･

◆ 会誌「医学検査」の発送も滞りなく行われます。

◆ 会員証も平成 21 年 4 月 1 日に手元に届くように

発行されます。都道府県技師会のご協力をお願いしま

す！ 

 

http://www.jamt.or.jp 
1 日 1 回ホームページを見よう！ 

新コーナー続々登場！ 
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では、次の二つの相関はどうでしょう？ 
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上の判定基準からいくと、左側より右側の方が高い相関とな

りますね。本当ですかねぇ。こういったときに用いられるのが

『無相関の検定』です。無相関の検定とは 2 変数間に相関がな

いという仮説を検定するもので、有意判

定された場合はこの仮説が棄却され、「2
変数間には相関がある」ということを統

計的に意味します。では、この例を使っ

て無相関の検定をしてみましょう。左側

には＊が二つ、右側には＊がありません

(赤丸部)。 
論文などで相関係数に*や**が付いて

いることをよく見ます。これは、母相関

係数が 0 でないという帰無仮説を検定

しています。ふつう＊は 5％の有意水準

で相関があるとき、＊＊は 1％の有意水

準で相関があることを示しています。 
また、相関係数が 1％あるいはそれよ

り小さい有意水準で有意であったとし

ても，相関係数自体の値が 0 に近けれ

ば、２つの変数間の相関はあまり大きい

とはいえません。標本数が多くなると、

相関係数がかなり 0 に近くても有意に

はなるので、この点に注意しましょう。

 
【エクセル統計 2008 使用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      【町田幸雄】

 
                      この項続く 
 

 

 

 

 

 

 

数学的な厳密さよりも直感的に理解することに 

重点を置いています･･･ 

 

 

 
前回まで、統計による予言のお話をしてきましたが、今回は

統計の怖～いお話をしていきましょう。 
皆さんも、仕事や学会発表で相関図は良く使われていると思

いますが、実は相関に知らないと怖～いお話があるのです。

まず、いろいろな相関図の例を見ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１に表されているｘとｙの値に強い正の相関を示してい

ます。このとき、すべての点がある直線上にあるとき、相関係

数は１になります。 
図２に表され 

ているｘとｙ 
の値に強い負 
の相関を示し 
ています。 
このとき、す 
べての点があ 
る直線上にあ 
るとき、相関 
係数は－1 に 
なります。 
図３にあらわされるｘとｙの値に相関は見られません。相関係

数は 1 から－1 の間の値をとります。1 に近いほど正の相関が

高く、一方の値が大きいときには他方の値も大きくなることを

意味します。逆に－1 に近いときは負の相関があり、一方の値

が大きいときには他方の値が小さくなることを意味します。変

数間の関連性が薄い場合には相関係数は 0 に近くなります。 
一般的には、右図のように判定しています。 

 

図２ 

図３ 

 無相関の検定　［上三角：P値/下三角：判定（*:5% **:1%）］
ＳＢＰ２ ＦＲＳ

ＳＢＰ２ -
**

0.0085
ＦＲＳ -

n ＳＢＰ２ ＦＲＳ
ＳＢＰ２ -

無相関の検定　［上三角：P値/下三角：判定（*:5% **:1%）］
AI ＰＷＶ

AI 0.1759
ＰＷＶ -

n AI ＰＷＶ
AI -

-

 －1.000～－0.600 高い負の相関
－0.599～－0.400 中位の負の相関
－0.399～－0.200 低い負の相関
－0.199～＋0.199 無相関
＋0.200～＋0.399 低い正の相関
＋ 中位の0.400～＋0.599 正の相関
＋0.600～＋1.000 高い正の相関

 

どうでしょう？ みなさん気が付いていましたか？ 逆の判定をしていませんでしたか？ 
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JICA 臨床検査技術研修コース 「カントリーレポート」 終了！ 
 

 2008 年度 JICA 臨床検査技術研修コースが開始されている。その講義には「日本

臨床検査技師会および IFBLS の活動状況」が「カントリーレポート」として組まれ

ている。その講義が、１月 20 日(火)日臨技会館において行われた。 
 当日は、順天堂大学病院臨床検査部三澤成毅氏 
による「フォトサーベイ」に関する講義が行われ、 
それに続き、高田専務理事による“日臨技の活動 
状況”および小松 IFBLS 担当常務理事による 
“IFBLS 活動状況”が話された。今回参加した 
研修生は、アルバニア、フィジー、ホンジュラ 
ス、イラク、ケニア、マラウイ、パプアニュー 
ギニア、パラグアイ、サモア、ソロモン、スリ 
ランカの各国から 12 名である。殆どが大学生であるが、すでに小児科医として活躍

されている方もいた。ディスカッションでは、各国における技師養成状況について話

された。教育年数により検査技師のランク分けがされるという国もあるが、４年ある

                   いは５年間教育が多いようである。また、

日臨技の活動状況で、日本の医療関連職種

＜コ・メディカル＞を紹介したが、医療職

種が細分化されているのは日本特有なも

のらしく、研修生にとっては各職種の業務

内容は理解しにくいものであろう。今後の

研修は、帰国となる３月 27 日まで、大学

病院を中心とした研修施設を回る予定で

ある。このような各国の技師との情報交換

は、今後の日臨技にとっても貴重なものと

なるであろう。      【小松京子】

 

研修参加国

会長室にて 

 

第３回 AAMLS 学会 

 
 
 

2009年 7月 30日~8月 1日に開催

される第 3回 AAMLSの学会登録な

らびに抄録申し込み画面が web 上

で可能となりました。多くの口演な

らびにポスターの申し込みをお待ち

申し上げます。ポスターセッション

に関しては、ポスター展示会場に総

合 discussion time を設け、自由に

お話しいただく予定です。英語に自

信のない方は、ポスターセッション

にて、国際交流を体験してください。

学生セッションも企画しておりま

す。学生さんや、教師の方々も是非

ご参加ください。 
特別講演には東大副学長 浅島誠

先生、東芝病院研究部長三代俊治先

生にお願いしています。welcome
party はクルージングを予定してお

ります。多くの social イベントにも

ご期待下さい。 
HPアドレス：http://aamls.jamt.jp
 

 
【採血室にて:At the Laboratory  】 

❖ I am sorry, I couldn’t take enough sample for a blood test. 

→ 申し訳ありません。少し採血量がたりません。 

❖ I am afraid, but can I try again? 

→ 申し訳ありませんが、もう一度採血させてください。 

❖ May I check the other arm, please? 

→ 反対側の腕をみせて下さいますか。 
❖ Your blood vessel is a little bit fine. So, it is difficult to draw blood. 

→ 細い血管で、採血するのはなかなか難しいですね。 
❖  I will ask another staff for trying again. Please wait a minute. 

→ 別の人にお願いしますので、お待ち下さい。 

❖ If you get sick or have a strong pain, please let me know. 

→ 気分が悪くなったり、痛みがひどかったら、仰ってくださいね。 
❖  If you notice any numbness in your arm after you go back home, please contact us. 

→ 帰宅後に、もし腕がしびれるようでしたら、すぐ御連絡ください。 
❖ Don’t worry if skin hemorrhage appears, since it will heal in a few days. 

→ 内出血しても数日で治りますので、ご心配いりません。 

❖  I’m very sorry. Take care of yourself 

→ 本当に申し訳ありませんでした。お大事に。 

【緊急時：AED 使用  Emergency：Application of AED】 

❖ Let’s try to use AED, as he is unconscious and pulseless. 

→ 意識がなく、脈が触れません。AED を使用しましょう。 

❖ Can you continue  heart massage ? I will prepare the AED.  

→ 心臓マッサージを続けてくださいますか。私は AED をセットします。 

❖ Back away, please.(Don’t close him, please)  Electric defibrillation might be given to him 

→ 電気が流れますので、離れてください 

 
 

 

❖ 今回は、採血がうまくいかなかった

ときの会話です。失敗しました！と

ダイレクトに言わないほうが良いと思

います。加えて、AED を使う状況を

想定してみました。 【小松京子 】

 

http://aamls.jamt.jp/
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厚生労働省 

「平成 20 年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書（医療現場に

おけるホルムアルデヒドについて）」   http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/s1027-15.html
 

解説と対応                               日本医科大学千葉北総病院 病理部 清水 秀樹
 

 FA が特化則特定第 2類物質になり、平成 21 年３月包括的な施行が始まる。 

医療機関より、内視鏡室、開業医における少量取扱い、手術室における取扱いの法的な規制のあり方を問う質問が厚生労働省

に多く寄せられており、その結果、平成 20 年 7 月 22 日 平成 20 年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価

検討会の「第 1回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会」が開催された。 

厚生労働省よりホルムアルデヒド規制の導入経緯について説明が行われた後、「医療現場におけるホルムアルデヒドの使用実

態」に関するヒアリングが行われた。病理関係からは日本病理学会 剖検・病理技術委員長 谷山清己先生より、病理部門及び

医療機関としての取り組み状況につき説明が行われた。「ホルムアルデヒド取扱い」（病理学会 HP 掲載）を提示し、病理業務の

リスクアセスメントをはじめ、病理業務における作業環境管理、作業管理、健康管理について説明がなされた。 

また、勤務されている呉医療センター・中国がんセンターにおける取り組みについてお話をされ、特に効果的であるのは、切

出し作業におけるプッシュ・プル型換気装置の導入。病院全体のホルマリン取扱いの病理室への集中化（他の部署では作らない。

分注しない）。ホルマリン入り容器は二重密閉が重要である（特に保存容器）事が示された。（http://www.mhlw.go.jp/shingi

/2008/10/dl/s1027-15e_0001.pdf）

また、大切なこととして、ホルマリンを取り扱うものの教育の必要性があげられた。その後、労働衛生の専門家による論点整

理、問題点洗い出し、解決策が検討され（http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#roudou-）平成 20 年 11 月 19 日 「労働

安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行に係る留意点について」

基安発第 1119001 号で別添団体の長へ、基安発第 1119002 号で都道府県労働局労働局長に通達＊が出された。（ http://www.mh

lw.go.jp/shingi/2008/10/s1027-15.html ）。 

尚、総合資料は平成 19 年 12 月の特定化学物質障害予防規則等の改正（ホルムアルデヒド、１，３－ブタジエン、硫酸ジエチ

ル）（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html-）から見る事ができる。 

◆ポイント＜清水メモ＞･･･法律、政令、省令（特化則）は義務規定である。罰則、罰金が定められている。通達は努力目標。

仮に事故や訴訟が起きた場合、事業者は民事責任、安全配慮義務違反に問われる。 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基安発第 1119002 号 平成 20 年 11 月 19 日 

都道府県労働局労働局長 殿                   厚生労働省労働基準局安全衛生部長（公印省略） 
 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行に

係る留意点について 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成 19 年政令第 375 号。以下「改正政令」という。) 及び特定化学物質障

害予防規則等の一部を改正する省令（平成 19 年厚生労働省令第 155 号。以下「改正省令」という。)の施行については、平成 2

0 年 2 月 29 日付け基発第 0229001 号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を

改正する省令等の施行等について」により指示されているところであるが、ホルムアルデヒドは歯科医療、医療機関等による病

理学的検査、大学の解剖実習等において幅広く使用されており、多くの疑義照会等があることから、専門家による検討会を設け、

関係団体等からのヒアリング等を行い、別添のとおり整理を行ったところである。 

具体的な施行に当たっては、下記の点に留意の上、関係事業者等に対する改正政令及び改正省令の照会への対応及び周知に遺

漏なきを期されたい。なお、関係団体に対し、別添のとおり周知していることを申し添える 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◆ 厚生労働省から地方局へ出された通達の一部である。赤字の部分により今後、労働基準監督署はこの通達にのっとり、医 
療機関における FA 取扱いの法規制の解釈、あり方を判断することとなる。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（1) 作業環境測定等 

医療機関の病理検査室、衛生検査所等において行われている病理学的検査においては、通常常態としてホルムアルデヒドが使

用されており、法令に基づき定期的に作業環境測定を行い、その結果に基づき作業環境改善を進めることが必要であること。一

方、医療機関においては、病理検査室、衛生検査所等以外の場所で行われる内視鏡検体等の浸漬のため、ホルムアルデヒドの溶

液の小瓶を開閉する作業を行う場合があるが、当該作業が 1 回 5 秒程度で、1 日当たりの取扱い頻度が 10 回程度である等ホル

ムアルデヒドの取扱いが短時間、低頻度であり、気中濃度が著しく低い場合には、作業環境測定の対象とはならないこと。また、

その場合には、当該取扱いに係る労働者は安衛則第 45 条第１項の特定業務従事者の健康診断の対象とはならないこと。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◆ 病理検査室は特化則の適用になる。 

また、開業医、内視鏡室、外来、病棟では上記のごとくであるが、具体的な取扱い、構築については病理学会HPホルムアルデ

ヒド対策、内視鏡検体について（http://jsp.umin.ac.jp/committee/formaldehyde/pdf/formaldehyde_shimizu.pdf-）と末頁「ホ

ルムアルデヒドの発散実験」の資料を参考にしていただきたい。少量取扱いのポイントは「開けたらすぐ閉める」作業方法であ

る。＜作業環境測定について＞厚生労働省担当部署に、病理学的検査に限り病理担当臨床検査技師で特定化学物質等 
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作業主任者技能講習をうけたものが行えるよう要望を出した（谷山）。また、作業環境測定基準第十条の 3（検知管方式による

測定機器を用いる方法）を医療機関側で行えるよう要望を出した（清水）が、いずれも現在の法律では認められていないこと。

変えるのであれば国会の議決が必要という答えであった。作業環境測定士の試験には医師、臨床検査技師は免除項目がある。今

後の対応として、自社で作業環境測定士を賄うことが必要かもしれない。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 作業主任者 
病理学的検査においては、当該検査を行う場所の空気中のホルムアルデヒドの濃度低減を行うため、ホルムアルデヒドを使用する場所

の集中化、有害性の少ない製品への変更、臓器等の保管室での二重包装等の作業方法の改善等が有効であることから、事業者は、作

業主任者にこうした事項を労働者に指揮させることが重要であること。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 病理検査室には作業主任者を選任し上記を行う。また、内視鏡室、手術室、外来においては「有機溶剤作業主任者は、労働

安全衛生法第 14 条の規定に基づき、作業の区分に応じて選任が必要であるが、具体的には、各作業場ごと（必ずしも単位作業

室ごとに選任を要するものでなく、事情に掲げる事項の遂行が可能な範囲ごと）に選任が必要であること」（昭和 53 年 8 月 31

日付け基発第 479 号）とあり、特化則も同様の考え方で、病理関係者が作業主任者に選任され、上記通達内容を病院全体で構築、

実行することにより、必ずしも内視鏡室、手術室、外来ごとに選任を要するものではない－と解釈できる。病院全体で特化則の

運用ができていれば良いわけである。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（3) 発散抑制措置 

病理学的検査においては、作業を人員及び設備の整っている病理検査室、衛生検査所等に可能な限り集中化することがホルム

アルデヒドにばく露するリスクの低減化には重要であること。作業を集中化した病理検査室、衛生検査所等は、局所排気装置等

を設置し、労働者のばく露防止対策を行うことが必要であること。一方、病理検査室、衛生検査所等以外においては、手術室で

は患者の感染防止のため室内を陽圧に保つ必要があること、その設置が医療行為を妨げること等から、局所排気装置等の設置が

著しく困難な場合がある。その場合は、特化則第 5条第 2項に基づき、全体換気装置の設置その他の労働者の健康障害を防止す

るための必要な措置を講じなければならないこと。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 事業所として、ホルムアルデヒドの一極集中化を目的としている。病理検査室が管理濃度 0.1ppm 以下をクリアし、第 1 管

理区分を維持できる設備と人員を整備すること。そして、病院内の少量取扱い以外の作業を病理室に集中することにより、事業

所として労働衛生管理、曝露防止と金銭面の問題の両方の対策が行える。少量扱う場合においても全体換気等に気を配る必要は

ある。 

◆ まとめ･･･＜病理室への投資、病理室への一極集中化、「開けたらすぐ閉める」作業方法、教育と体制＞がキーポイントと

なる。これらが事業所としてできなければ、労働基準監督署は内視鏡室、手術室、外来においても特化則にそって環境測定、作

業主任者、発散抑制措置等が必要と判断するかもしれない。今回示した内容は最低限の事で、例えば少量取扱いでは全体換気や

空気清浄器や中和剤の利用などを行うことも大切である。                         ＜了＞ 

 

  

 

「蓋は開けたら素早く閉める」ことが大切 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホルムアルデヒドの拡散実験 
 

 
 
◆ 清水秀樹：-改正特定化学物質障害予防規則対策 

（http://www.aichi-amt.or.jp/labo/patho/reco/200807

19_01.pdf-） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aichi-amt.or.jp/labo/patho/reco/20080719_01.pdf-
http://www.aichi-amt.or.jp/labo/patho/reco/20080719_01.pdf-


Vol.15 No.2                    会報 JAMT        平成 21 年 2 月 1 日発行「医学検査」第 58 巻第 2 号付録 (12) 
 

 
     (12) 

 

熊
さ
ん
、
縫
う
ほ
ど
じ
や
ね
え
！ 

 
  

 
前
号
か
ら
の
続
き･

･･ 
 

 「
そ
も
そ
も
臨
床
検
査
技
師
の
業
務
と
は
、
法
律
で
示
さ
れ
て

い
る
微
生
物
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学
的
検
査
、

寄
生
虫
学
的
検
査
、
血
清
免
疫
学
的
検
査
、
生
化
学
的
検
査
、

尿
検
査
、
生
理
学
的
検
査
、
な
ど
だ
な
」 

「
臨
床
検
査
技
師
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
病
院
な
ど
の
医
療

機
関
や
保
健
所
ま
た
は
企
業
な
ど
で
行
い
、
信
頼
性
の
高
い
検

査
デ
ー
タ
を
迅
速
に
医
師
へ
提
供
す
る
こ
と
で
病
気
の
診
断
、

経
過
の
観
察
、
健
康
診
断
に
多
大
の
貢
献
を
し
て
い
る
っ
て
訳

だ
」 

「
た
い
そ
う
大
事
な
こ
と
を
し
て
な
さ
る
ん
だ
ね
え
、
あ
っ
そ

う
そ
う
一
つ
聞
き
て
い
の
が
ね
ぇ
、
こ
の
前
大
工
の
組
合
で
健

診
が
あ
っ
た
ん
で
さ
、
そ
こ
で
腕
か
ら
血
を
取
ら
れ
た
時
短
い

の
や
ら
長
い
の
や
ら
何
本
に
も
分
け
て
や
し
た
が
一
本
で
す

ま
な
い
ん
で
す
か
ね
」 

「
そ
う
そ
う
。
あ
れ
は
な
血
液
が
固
ま
っ
た
上
清
で
す
る
検

査
、
血
液
を
固
め
ず
に
行
う
検
査
な
ど
が
あ
っ
て
入
れ
物
が
幾

通
り
か
に
分
か
れ
て
い
る
ん
だ
な
」 

「
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ぃ
、
つ
い
で
に
検
査
の
名
前
な
ん
ぞ

の
話
も
伺
い
て
ぇ
ん
で
す
が
、
あ
の
総
ス
テ
テ
コ
何
と
か
っ
て

あ
る
で
し
ょ
あ
れ
あ
れ
」 

「
そ
れ
を
言
う
な
ら
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
だ
な
、
な
に
も
っ
と

話
が
聞
き
た
い
、
え
っ
家
へ
帰
っ
て
も
一
杯
や
っ
て
小
便
し
て

寝
る
だ
け
だ
か
ら
、
う
ん
う
ん
わ
か
り
ま
し
た
。
も
う
少
し
話

を
続
け
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
生
化
学
的
検
査
か
ら
、G

O
T

、G
PT

は
肝
機
能
、
γG

TP

は
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
障
害
、
尿
酸
は
痛
風
、

血
糖
・
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
エ
ー
ワ
ン
シ
ー
は
糖
尿
病
、
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
中
性
脂
肪
は
動
脈
硬
化
、
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
は
腎
疾
患
て

な
具
合
だ
な
」 

「
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
前
糖
尿
病
の
疑
い
あ
り
っ
て
言
わ

れ
た
ん
で
す
が
別
に
ほ
っ
と
い
て
も
い
い
ん
で
す
よ
ね
」

「
い
や
い
や
血
糖
値
が
高
い
ま
ま
ほ
っ
て
お
く
と
、
何
年

か
後
に
合
併
症
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
ん
だ
な
」 

「
ガ
ッ
ペ
イ
ね
、
あ
の
中
華
街
で
売
っ
て
る
胡
桃
を
あ
し

ら
っ
た
甘
さ
ほ
ど
ほ
ど
の
お
饅
頭･

･
･

」 

「
そ
れ
は
月
餅
だ
よ
、
合
併
症
っ
て
い
う
の
は
、
中
途
失

明
の
原
因
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
目
の
病
気
糖
尿
病
性
網
膜
症
、

発
戸
井
亭 

長
大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 透
析
導
入
の
原
因
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
糖
尿
病
性
腎
症
な
ど
の

重
い
病
気
の
こ
と
だ
」 

「
お
次
は
血
液
検
査
、
赤
血
球
・
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
・
へ
マ
ト
ク

リ
ッ
ト
・
白
血
球
に
血
小
板
な
ど
が
あ
り
貧
血
の
検
査
で
知
ら

れ
て
い
る
な
。
続
い
て
尿
検
査
は
糖
や
蛋
白
。
そ
れ
か
ら
輸
血

検
査
、
こ
れ
は
輸
血
を
す
る
と
き
に
副
作
用
の
な
い
よ
う
に
血

液
型
や
交
差
適
合
試
験
と
い
う
検
査
を
す
る
ん
だ
。
細
菌
検
査

と
い
う
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば0157

な
ど
の
食
中
毒
や

淋
菌
や
ク
ラ
ミ
ジ
ア
な
ど
のSTD

と
呼
ば
れ
る
性
感
染
症
を

調
べ
る
検
査
だ
な
」 

「
え
へ
へ
へ
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
ち
ょ
い
と
前
に
吉
原
で
病
気

し
ょ
っ
ち
ゃ
い
ま
し
て
ね
。
え
ら
い
目
に
あ
っ
ち
ま
っ
た
ん
で

す
が
、
じ
や
、
あ
っ
し
も
そ
の
時
細
菌
検
査
と
や
ら
に
お
世
話

に
な
っ
て
ん
で
す
ね
」 

「
そ
う
い
う
こ
と
だ
な
、
そ
れ
か
ら
病
理
細
胞
診
検
査
、
こ
れ

は
ガ
ン
の
診
断
な
ど
に
直
接
関
る
重
要
な
検
査
だ
な
。
こ
の
他

に
生
理
検
査
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
不
整
脈
や
心
筋
梗
塞
な
ど
の

心
臓
疾
患
を
診
る
心
電
図
、
臓
器
の
形
や
動
き
を
診
て
診
断
に

役
立
て
る
超
音
波
検
査
、
そ
れ
か
ら
脳
波
検
査
、
平
衡
機
能
、

聴
覚
検
査
、
呼
吸
機
能
検
査
、
神
経
、
筋
機
能
検
査
が
あ
る
」

「
い
や
ぁ
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
る
ん
で
す
ね
」 

「
そ
う
だ
な
、
臨
床
検
査
技
師
は
病
気
を
見
つ
け
る
科
学
の
目

で
あ
る
こ
の
よ
う
な
検
査
を
行
い
、
み
な
さ
ん
の
健
康
管
理
の

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
る
ん
だ
な
」 

「
い
や
先
生
の
お
話
で
よ
く
わ
か
り
や
し
た
」 

「
そ
れ
か
ら
お
花
さ
ん
が
資
格
を
取
っ
た
ら
検
査
技
師
会
に

入
る
よ
う
に
伝
え
て
お
く
れ
。
い
や
そ
れ
は
な
、
技
師
会
は
先

進
的
な
改
革
を
次
々
と
打
ち
出
し
て
い
る
ん
だ
、
ス
ー
パ
ー
検

査
技
師
構
想
と
い
う
の
も
あ
る
。
別
に
こ
れ
は
ス
ー
パ
ー
っ
て

た
っ
て
生
鮮
食
品
の
管
理
っ
て
も
ん
じ
や
な
い
。
ド
イ
ツ
の
マ

イ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
優
れ
た
技
術
と
見
識
の
高
い
人
材
を
育

成
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
」 

「
な
ん
だ
か
あ
っ
し
に
は
難
し
い
け
ど
お
花
に
は
伝
え
て
お

き
ま
す
」 

「
熊
さ
ん
せ
っ
か
く
来
た
つ
い
で
に
採
血
し
て
帰
る
か
ね
」 

「
そ
う
で
す
か
い
、
血
糖
も
気
に
な
る
ん
で
や
っ
て
も
ら
い
や

す
か
」 

「
お
～
い
お
っ
か
さ
ん
、
出
て
き
て
採
血
頼
む
よ
」 

「
な
ん
で
す
か
い
、
先
生
の
お
袋
さ
ん
が
、
看
護
婦
の
第
一
期

生
で
す
か
、
そ
れ
で
採
血
は
進
駐
軍
の
病
院
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

に
や
っ
た
の
が
最
後
だ
っ
て
、
お
い
お
い
大
丈
夫
か
な
、
そ
ん

で
も
っ
て
手
が
震
え
て
る
よ
先
生
、
代
わ
っ
て
く
だ
さ
い
よ
」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「
や
っ
ぱ
り
駄
目
か
ね
、
冥
土
の
土
産
に
採
血
を
と
思
っ
た
ん

だ
が
、
で
は
私
が
や
る
か
」 

「
先
生
、
や
り
ま
し
ょ
う
は
い
い
け
ど
、
い
き
な
り
注
射
器
持

っ
て
、
や
だ
な
あ
普
通
ア
ル
コ
ー
ル
で
消
毒
し
て
か
ら
す
る
ん

じ
や
な
い
で
す
か
」 

「
ア
ル
コ
ー
ル
ね
え
。
そ
ん
な
も
の
は
う
ち
に
は
な
い
な
」 

「
ひ
で
え
な
あ
、
病
院
で
し
ょ
う
。
な
い
も
の
は
な
い
っ
て
、

あ
っ
そ
う
、
な
い
ん
じ
や
し
ょ
う
が
な
い
。
じ
ゃ
水
で
さ
さ
っ

と
ふ
く
だ
け
で
も
い
い
や
、
水
で
お
願
い
し
ま
す
よ
」 

「
お
願
い
し
ま
す
っ
て
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
や
ら
ん
か
」

「
や
り
ま
す
か
ら
水
は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
」 

「
そ
こ
の
す
み
に
あ
る
醤
油
だ
る
の
中
だ
」 

「
あ
あ
こ
こ
ね
、
い
や
ど
う
で
も
い
い
け
ど
、
き
た
な
い
ね
え

こ
の
水
は
。
底
が
全
然
見
え
な
い
で
す
よ
」 

「
そ
う
だ
ろ
う
な
、
一
度
も
取
り
替
え
た
こ
と
が
な
い
か
ら
な

あ
。
も
っ
と
も
た
ま
に
は
足
し
て
は
い
る
け
ど
」 

「
し
ょ
う
が
ね
え
な
あ
、
あ
っ
先
生
こ
れ
ボ
ウ
フ
ラ
が
う
よ
う

よ
、
浮
い
て
ま
す
よ
。
こ
れ
じ
や
水
が
す
く
え
な
い
で
す
よ
」

「
あ
っ
そ
れ
な
、
こ
つ
が
あ
っ
て
な
、
横
の
ヒ
シ
ャ
ク
そ
う
そ

う
そ
れ
で
な
、
た
る
の
端
を
ト
ン
と
叩
く
と
一
瞬
ボ
ウ
フ
ラ
が

す
う
っ
と
沈
む
か
ら
そ
の
隙
に
さ
っ
と
水
を
す
く
う
ん
だ
」 

「
し
ょ
う
が
な
い
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
や
っ
て
み
ま
す
が
、
ヒ

シ
ャ
ク
で
ト
ン
と
叩
く
と
す
う
っ
と
沈
む
。
ト
ン
と
、
あ
っ
本

当
だ
沈
ん
だ
ね
、
ま
た
す
ぐ
戻
る
ね
、
ト
ン
、
ト
ン
、
あ
っ
こ

り
ゃ
お
も
し
ろ
い
や
。
じ
ゃ
次
で
す
く
っ
て
み
よ
う
か
、
ト
ン

叩
い
た
こ
の
隙
に
さ
ぁ
っ
と
水
を
、
あ
あ
っ
す
く
え
た
ね
。
こ

の
水
で
腕
を
さ
っ
と
拭
い
て
と
、
さ
っ
先
生
お
願
い
し
ま
す
よ

は
い
い
け
ど
、
今
度
は
針
が
ひ
ど
く
錆
び
て
ま
せ
ん
か
」 

「
少
し
錆
び
た
ほ
う
が
鉄
分
が
入
っ
て
貧
血
に
い
い
」 

「
も
う
何
で
も
い
い
か
ら
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
る
ん
で
ひ
と
お
も

い
に
お
願
い
し
ま
す
よ
、
あ
っ
痛
え
っ
入
っ
た
す
か
、
え
え
っ

失
敗
し
た
か
ら
も
う
一
回
っ
て
、
痛
っ
、
ま
た
失
敗
っ
て
、
痛

っ
っ
、
刺
し
た
り
抜
い
た
り
は
も
う
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
よ
、

あ
っ
こ
ん
な
に
血
が
出
て
、
腕
じ
ゅ
う
傷
だ
ら
け
で
す
よ
先

生
、
大
丈
夫
で
す
か
」 

「
安
心
し
な
さ
い
、
縫
う
ほ
ど
じ
や
ね
え
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

お
後
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で･

･
･
 
 

完 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

発
戸
井
亭 

長
大 

師
匠
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 
 
 
 

横
須
賀
市
立
市
民
病
院
に
勤
務
さ
れ
て
い
る 

徳
留
公
英
さ
ん
で
す
。 
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 平成 19 年度の臨床検査技師平均年収は約 500 万円で、職業別ランキングでは 51 位

であることが分かった。 
 平均給与は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基にして算出されたもので、

平均年収は 483.3 万円＜別集計では 478.0 万円＞、平均月収は 32.4 万円、平均時給は

1827.7 円、年間賞与等は 95.1 万円、総労働時間は 177 時間／月となっている。対象

となったのは平均勤続年数で 11.9 年、平均年齢 38.2 歳である。 
 

   
 

また、上左図は過去７年間の平均年収、上右図は同じく過去７年間の平均時給の推

移である。 
 ランキングは 110 職種の集計であるが、トップは内閣総理大臣＜4165 万円＞で、次

いで最高裁判所長官＜3964 万円＞、プロ野球選手＜3751 万円＞、国務大臣＜3041 万

円＞、検事総長＜2896 万円＞と続く。行政関係では、事務次官が 6 位＜2432 万円＞、

都道府県知事が 10 位＜2097 万円＞である。 
また、医師が 11 位＜2086 万円＞、歯科医師は 19 位＜904 万円＞、獣医師は 36 位

＜582 万円＞となっている。 
コメディカル職種では、診療放射線技師 42 位＜529 万円＞、薬剤師 45 位＜501 万

円＞、次いで臨床検査技師が 51 位＜478 万円＞となっている。続いて、看護師 55 位

＜462 万円＞、理学療法士、作業療法士＜65 位＞が 415 万円＜同額＞、歯科技工士

70 位＜399 万円＞、準看護師 71 位＜399 万円＞、歯科衛生士 86 位＜348 万円＞、介

護福祉士 90 位＜333 万円＞、栄養士が同額の＜333 万円＞、福祉施設の介護職員が

99 位＜305 万円＞となっている。尚、一般サラリーマンは、61 位＜436 万円＞のラン

キングである。 
参考：年収ラボ＜Web＞、年収ランキング＜Web＞ 

 

臨床検査技師 

平均年収５００万円でランキング５１位
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臨検小話＝その 11＝  それは誤解です      

エムティー法務研究会 新屋 博明 
 

１．臨技の免許には「特許」のような意味があるの？ 
この特許というのは、特許法１）上の「特許」ではなく２）、行政行為Verwaltungsaktとしての「特許」を指していると思われ

ます。先に結論を言うと、臨技免許の法的性質は、講学上の（行政法学で説かれるところの）「許可」であって、「特許」ではな

いと解されます（表１）。医師免許や臨技免許を受けたからといって、特別な権利を得るわけではありません。例えば、私たち

臨技が採血や心電図検査を適法に為し得るのは、臨技免許によって禁止が解除されたからです。すなわち、臨技免許の法的性質

は、特定の権利を設定する「特許」ではなく、禁止を解除する「許可」ということになります。そうすると（余談になりますが）

「採血は本来業務ではなく、特例業務にすぎない」という考え方は、もはやナンセンスnonsense！ということになります。 
ところで、医師免許や臨技免許を受けると特別な権利を取得した気分になるのが普通だと思います。しかし、医師免許の法的

性質も臨技免許と同じ「許可」であると解されるので、医師免許や臨技免許が医師や臨技に対して、高い地位や安定した生活な

どを約束しているわけではありません。なぜなら、講学上の「許可」というのは、禁止を解除する行政行為にすぎないからです。
 

２．物（もの）を民法４）では「ぶつ」と読むの？ 
いいえ、民法でも「もの」と言っていますよ。ちなみに、東京 

大学出版会が発行している民法Ⅰ（総則・物権総論）５）の索引を 
見ると、見出し字「も」の ところに「物」とあるので、民法を 
論じる上でも「ぶつ」ではなく「もの」と言っていることがお分 
かりいただけると思います。仮に、物を「ぶつ」と読むのであれ 
ば、見出し字は「ふ」になるはずですよね。参考までに言うと、 
民法の第 85 条は『この法律において「物」（もの）とは、有体 

物（ゆうたいぶつ）をいう』と読みます。集合物や有体物とい 

う場合の「物」は「ぶつ」と読みますが、普通に「物（もの）」 

と言う場合は、民法でも「もの」と言います。 

者（もの）と物（もの）との混同を避けるために、物のことを 

敢えて「ぶつ」と言う場合があるのかもしれませんが、だからと 

いって『民法では「ぶつ」と読む』という話にはならないと思います。 
■注釈 
１）特許法（昭和 34 年 4月 13 日法律第 121 号） 

２）臨技免許の法的性質が特許法上の特許でないことは明らかなので、特許法上の特許でないことの説明は省略しました。 

３）表１は、『要説 行政法』（関哲夫著、酒井書店）の 130 ページにある縦書きの記述を横書きの表にしたものです。 
４）民法（明治 29 年 4月 27 日法律第 89 号） 

５）内田貴：民法Ⅰ（総則・物権総論）、486、東京大学出版会、2003 

 

表１ 行政行為の分類３）

下命（禁止） 
許可 

 
命令的行為 

 免除 
特許 
認可 

法律行為的

行政行為 
形成的行為 

代理 
確認 
公証 
通知 

行政行為 

準法律行為的行政行為 

受理 

 

ができます。こうした仕組みを「転々流通」と呼びますが、通

貨の特性により近いといえます。小売店のポイントが電子マネ

ーと交換できるなど、ポイントと電子マネーの融合も進んでい

ます。 

課題 ◆消費者保護の不備も 
疑似通貨が続々と登場してきた一方で、法制度の整備が課題

になりつつあります。日本の法律では、通貨を発行できるのは

政府と日銀だけです。Suica や Edy などの電子マネーは「前払

式証票法」という法律に基づいて発行されます。法的には通貨

ではなく、百貨店の商品券などと同じ位置付けです。発行金額

の半分以上の「発行保証金」を政府に供託する義務があります。

ポイントも疑似通貨の一種ですが、発行企業は将来ポイント

が使われるのに備えて引当金を計上します。例えば、家電量販

大手のビックカメラは、118 億 5800 万円（2007 年 8 月期）も

の「ポイント引当金」を負債として計上しています。 

このように疑似通貨の発行には財務面の裏付けが求められ

ますが、全額が担保されるわけではありません。発行企業が経

営破たんした場合、消費者は電子マネーの半分以下しか返金さ

れなかったり、多額のポイントが使えなくなったりする可能性

があります。疑似通貨が生活にますます密着するにつれて、消

費者保護の仕組みや規制を求める声が高まりそうです。 

        〔日経情報ストラテジーより〕

 

 

疑 似 通 貨 
 

通貨と同様に幅広く通用し、利用者間の受け渡しができるな

どの性質を持つもの。電子マネーやポイントなどが代表格。消

費者保護の観点で法整備が不十分な面もある。2007 年 10 月、

健康食品会社エル・アンド・ジー（東京・新宿）の「疑似通貨」

をめぐる詐欺疑惑が報道されました。年利 30％以上の高額の

配当をうたって出資金を集め、独自の「円天市場」で買い物が

できる疑似通貨「円天」を配当していました。詐欺の方便に使

われるようになるまでに、世の中には疑似通貨が満ちあふれて

います。電子マネーやポイントが代表格です。 
 

効果 ◆利便性の向上に 
疑似通貨による買い物はお金の勘定や釣り銭のやり取りが

ないので便利です。日本銀行によると、通貨（＝紙幣と貨幣）

のうち貨幣（硬貨）の流通枚数は 2006 年ごろから減少傾向に

あり、将来的に電子マネーと硬貨は競合すると分析していま

す。例えば、JR東日本が発行する電子マネーの Suica（スイカ）

は、通貨をカード（IC チップ）に「チャージ」しておけば、

首都圏の交通機関や駅売店、コンビニエンスストアやスーパー

などで使えます。どこでも使えるという意味で、通貨に近い存

在です。ビットワレット（東京・品川）の電子マネーEdy（エ

ディ）には、「Edy to Edy」というサービスがあります。A さ

んの Edy 対応携帯電話から Bさんの Edy にお金を「送る」こと
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環境問題対策総合研修会開催 
 

“臨床検査を取り巻く環境変化に対応するため”の研修会を、

去る１月 10 日(土)・11 日(日)の両日、パシフィコ横浜会議セ

ンター小ホールにおいて開催した。 

この研修会は、来るべき世代のために臨床検査を担う我々臨

床検査技師の責任においても必要と考えられる環境問題を総

合的に研修する目的であった。 

更に、この問題は単に我々のみならず国民とともに考えるべ

きであり一般公開とした。 

しかし、広報の不足や開催日程のためもあり、当日の参加者

は僅か数十名という残念な結果となったが、環境を総合的に考

えるという内容の充実したものであった。 

以下に講演タイトルを示す。＜敬称略＞ 
 

１．地球温暖化研究の現状 

    国立環境研究所企画部環境科学専門員 功刀正行 

２．労働災害防止における職場環境の取組 

      日本医科大学千葉北総病院病理部 清水秀樹 

３．環境ホルモン(内分泌撹乱物質)と予防医学 

千葉大学大学院医学研究院教授 森 千里 

４．臨床検査技師会の持続可能な発展を目的とした循環型臨床

検査システム 

日本臨床衛生検査技師会環境対策委員会 才藤純一 

５．環境とヘルス・プロモーション 

      桐蔭横浜大学医用工学部特任教授 涌井史郎 

６．環境変化がもたらす新興・再興感染症 

        国立感染研究所昆虫医科学部 小林陸生 

７．厚生労働行政における感染症対策 

   厚生労働省健康局結核感染症課課長補佐 梅田浩史 

８．医療機関における感染管理の実践 

順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部 三澤成毅 

９．輸血療法および輸血検査の内外最新情報 

             株式会社イムコア 佐々木正照

10．輸血療法の今後の展望 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 河原和夫 
 

紙面の都合で詳細を掲載出来ないが、ホームページの会報

JAMT＜速報版＞に掲載しているので一読願いたい。必ずや、そ

の内容には満足されることと考える。 

 

 AED の普及が 6倍に･･･ 
 自動体外式除細動器(AED)を使用しての一般国民による手

当が 2007 年に 287 件となり、２年間で６倍に増加したとい

う発表がある。手当を施された者の生存率は１か月で 43%と

なり使用しない場合の約４倍となっており、その効果が評価

されている。この AED は 2004 年から医療従事者以外の一般

国民も使用可能となっており、厚生労働省における調査で

は、医療や消防機関を除く公共施設での設置は 2007 年末で

８万 8265 台となっている。 

日臨技においては既に公益事業の一環として各地区や各

県技師会での一般国民へ対する講習会の開催を勧めており、

今後もその事業を推進することとなる。 

 

--------------           ------------------

 

 介護報酬加算で資格試験に１３万人 
 介護福祉士の資格試験に 13 万人が希望しているという。

現在資格保有者の 20 万人が実際には働いていないといわれ

るが、介護施設の給料は月額で約 22 万 7,100 円に止まって

いる現状に要因があるようである。そのため、職員に占める

介護士の割合が 50%以上の事業者(介護施設)に対し、年間 400

万円の介護報酬の加算が認められそうだ。しかし、介護士を

サポートする 1級２級ヘルパーを加えた場合、職員の数が増

えることになり、結果、介護士比率が減少することになり簡

単には喜べない現状となる。 

-----------------------------------------------------

 インドネシア研修生の受け入れ支援組織 
一方、EPA 協定による看護や介護におけるインドネシア研

修生の受け入れ支援組織が設立され、その研修会も行われて

いる。この研修制度は、医師をはじめとする医療職種に

対する制度であり、今後ますます増加することも予想され

る。この研修を修了すると、日本の国家試験受験資格が与え

られるわけであり、単に国際協調、グローバル化と呼ぶには

大きな問題を含んでいると思わざるを得ない。 

-----------------------------------------------------

医師不足のための看護師教育に疑問 

 一部の報道によると、日本医師会常任理事は看護師教育・

養成に関して「医師不足のために医療行為にまで踏み込んだ

役割分担の議論は間違い」という認識を示したとされる。更

に、その議論内容は現行の医師法や保助看法の中で対応可能

であると指摘したという。そのためのナースプラクティショ

ナー(NP)などの新職種の設置に否定的であることが示され

た。また、症状の判断は難しく、プロとしての判断を迫られ

ることで、患者に対する責任者は医師であると述べた。医療

行為の役割分担について議論するのは、医師の養成に比べ安

上がりになるという発想であるとの批判を示した。現行法律

での看護師の活用にも触れ、現行の法律でも看護師をもっと

活用できるはずだと述べたという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

臨床検査技師実習施設指導者等養成講習会
 

平成 20 年度(第 13 回：西会場)の標記講習会が、平成 20 年

12 月 11 日から３日間の日程で、参加者 63 名で終了した。 

西会場の講習内容は東会場とは異なり、臨地実習により即し

たものであった。 

ただ一つの講演＜病院経営管理から見た検査部門＞が東会

場と同じであった。その演題は、終了後に行ったアンケートに

おいても好評であり、今後のカリキュラム作成において大いに

参考になった。 

受講者 63 名中、施設から派遣された者が多く、自ら受講を

望んだ者は 10 名に止まった。受講の効果として、非常にあり

とした者は 17 名である程度ありとの答えは 40 名であった。

東会場では、それぞれ 39 名、36 名であった。東会場での講

習終了時にも述べたが、両会場でのアンケートを検証しつつ今

後は両会場を統一した内容で開催することを主眼にした検討

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今月の花  きんせんか  
黄金の盃の形をしていることから 
金盞花と書きます。 
英国では聖母マリアの祭日に咲く 
ため“マリア様の黄金花”と呼ばれます。 

「悲しみ」「用心深さ」が花言葉です。２月の花としては

他には、梅、椿、ひなぎく、じんちょうげ 等があります。

春が近いため“ふきのとう”も加わっています。 
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◇ 医行為と医療行為は同じか？ 
 医療職種の教育問題については、看護師養成を例とし会

報を通じ示してきたが、はたして、医師の立場から見て「医

療行為」と「医行為」は同一性があるのであろうか？ 

医師法を見ると、医業を行う者を医師と規定している。そ

の医業とは医行為を業とするとしている。これは我々臨床検

査技師がよく使う言葉「臨床検査を業とする者」と同じ解釈

と考えられる。また、医師法の第 17 条には「医師でなけれ

ば、医業をしてはならない」とされており、このことは、新

聞紙上を賑わす「医師法違反」により理解することができる。

医師法が制定されたのは昭和 23 年のことであり、保助看

法も同様である。この法が現在まで歴然として通用してい

る。一方、医療職種の法整備はその後順次なされ、改定も数

回行われている。 
次に考えねばならないことは、それぞれの法整備がなされ

た時代背景である。前ページに記載した医師会関係者の「看

護業務は現行の法律で対応可能であり、活用の問題」という

見解は、医療状況の変化に対応したものとは考えにくい。現

在のように医療職種が細分化され、それぞれが行う「行為」

も複雑化している現状は“あれも無い”“これも無い”また、

“当時は考えもつかなかったであろうこと”が“昔の法”に

より規定することは無理なのである。 

医師の行う行為は「医行為」であり医療全般について行う

行為が「医療行為」であり、医師占有の行為では無くなって

いるのが現状である。医行為と医療行為を同一性のものとし

て囲むのは新時代の医療を停滞させるものと考える。 

「医師でなければ医業をしてはならない」とか「疾病者若

しくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助」＜

保助看法＞は、医療職種(あるいは時として一般国民といっ

てもよいと思うが)の医療行為を狭めるものに他ならない。

臨床検査技師法における「眼底カメラ」は無散瞳と規定さ

れている。点眼行為はすなわち医療行為(医行為)であるとさ

れているからか。しかし、視能訓練士法施行規則には、「検

査」として散瞳薬の使用、眼底写真、網膜電図、眼振電図、

視覚誘発脳波が業務として列記されている。皆さんは、この

矛盾をどう解釈するか。 

これに関しては厚生労働省の担当者は「臨床検査技師の規

定業務は＜診療・診断の補助＞であり、視能訓練士法は＜訓

練＞のためのものである」と説明する。      ⇒ 

 

これは、「検診業務」の検査にも同じ解釈を示す。 

昨年、介護に関する血圧測定が医行為から除外された。これ

は、介護は家族が行う場合も多く、これを規定することは死に

至らしめる事例を増加させる結果となるという。 

では、現在のように診療の場においても自動血圧計による測

定が多くを占める医療現場における血圧測定はどうか。日本医

師会の見解は、診療の場では医行為は医師の責任で行うもの

で、解禁はできないというものであった。 

しかし、これこそ医行為にはあらず医療行為と見るべきでは

なかろうか。 
◇ 医師法はチーム医療後退を加速させる 
 先ほど、ナースプラクティショナー(NP)は時期尚早と言う医

師会の見解を紹介したが、この NP はアメリカや韓国ではすで

に制度化されている。また、アメリカでは、医師の指示による

医療職種の医療行為が職種別に明示されている。我が国では国

家資格ではないが、呼吸療養士による気道確保、気管挿管、動

脈採血などが許されているという。 

 わが国においても「チーム医療」が叫ばれてから久しいが、

このような医療現場の状況や医療関係法規の整備がなされて

いない現状では、「日本における真のチーム医療」にはほど遠

い現状である。診療(医師、看護師)、薬剤(薬剤師)、検査、訓

練、介護の括り以外の細分化は必要であろうか。これこそ国家

政策の一つとしてとらえ、法整備を見直す必要があるが、この

現状を見ると遅すぎる感も否めない。特に、検査の領域があま

りにも身勝手ともいえる細分化が進んでいる。これは、医療行

為に縛られていることも原因の一つであるが、自分達の都合に

よる細分化を進めているむきもある。まさに「業」として担当

している者の責任でもあろう。 

◇ 医療教育一元化と法整備が急務 
 このような現状を打破し、国民医療を守るためには医療教育

の一元化も不可欠である。 

すなわち、医師をはじめとする医療に携わる者、医療を業と

する者の基礎的教育の一元化である。かつてそれを目標に技師

を養成した教育者もいたが、受け入れられることはなく、その

精神すら継承されていないのは寂しいかぎりである。 

現状では、このような構想は周囲には受け入れられないであ

ろうが、医療職種の団結と決断により「医師法の呪縛」を解き

放す勇気を持つべきであると考えるのは無謀であろうか。 

      【高田鉄也】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 編集室 
◆ １月 23 日午後０時 54 分、“H2A ロケット 15 号機”が種子島宇宙センターから打ち上げら 

れた。これに搭載されていた小型衛星の軌道投入が順次確認され、打ち上げは成功した。 

◆ この H2A には、宇宙機構の小型実証衛星１型以外に、６個の衛星が搭載されていた。 

宇宙機構が公募を制度として公開して初めての打ち上げである。東大阪の宇宙開発協同組合 

をはじめ、大学や技術高専が開発したものである。 

◆ 日本の“もの作り”の優秀さを表すものとされるが、国家的事業に参画するための制度を 

つくり牽引し“夢”を持たせてくれた宇宙機構にエールを送りたい。 

◆ 時を同じくし、新しいアメリカが誕生した。オバマ政権である。 

◆ Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and again the work of remaking America. 今日か

ら我々は起き上がり、ほこりをはらい、米国再生の仕事を再び始めなければならない。 

◆ For the world has change, and we must change with it. 世界は変わったのだから、私たちも変わらなければならない。

◆ What is required of us now is a new era of responsibility. 我々が現在求められているのは、新たな責任の時代である

◆ The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works. 我々が今

日問うべきなのは、政府が大きすぎるか小さすぎるかではなく、政府が機能するか否かだ。 

◆ アメリカは同盟国であった英国を“敵”ともいえる言葉で語ったのが印象的であった。世界の人種が集まった国であり英国

からの移住ではないアメリカを印象付けたことになる。それが今後注目すべき新生アメリカの姿なのである。 

◆ 消極的権限闘争を繰り返す場合ではなく、謙虚に民衆の力を信じなければ再生はないことを語ってくれた。 

                                                    【TAKADA】

H2A ﾛｹｯﾄ 15 号機の打ち上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


